
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対

す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
民
間
が
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
コ
ス
ト
の
削
減
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
期
待
で

き
る
事
業
に
限
り
実
施
さ
れ
る
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。 

 

二 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
安
心
・
安
全
及
び
働
く
人
の
賃
金
・
勤
務
労
働
条
件
に
十
分
留
意
し
、
提

供
さ
れ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
が
維
持
・
向
上
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
経
済
の
活
性
化
に
向
け
て
地
元
企
業
、
と
り
わ

け
中
小
企
業
の
参
画
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
責
任
を
も
っ
て
管
理
す
る
こ
と
。 

 

三 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
事
後
評
価
及
び
諸
外
国
の
事
例
も
含
め
た
課
題
分
析
を
行
い
、
今
後
の
事
業
実
施
に
活
か
す
こ
と
。 

 

四 

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
に
対
し
、
多
額
の
国
費
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
出
融
資
決
定
時

及
び
実
行
後
に
お
け
る
当
該
出
融
資
の
情
報
開
示
を
適
切
か
つ
定
期
的
に
行
う
よ
う
求
め
る
こ
と
を
通
し
て
、
国
民
に
対
す

る
説
明
責
任
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
。 

 

五 

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
は
民
間
資
金
の
呼
び
水
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
設
立
の
趣
旨
に
鑑
み
、
民

業
補
完
の
原
則
に
十
分
留
意
す
る
と
と
も
に
、
民
間
イ
ン
フ
ラ
投
資
市
場
の
形
成
を
延
長
期
限
内
に
行
い
、
同
機
構
の
業
務

が
早
期
に
終
了
す
る
よ
う
最
大
限
努
め
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
同
機
構
が
有
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
関
す
る
知
見
を
地
域
金
融

機
関
に
移
転
す
る
こ
と
等
を
通
じ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
精
通
し
た
民
間
の
人
材
育
成
を
積
極
的
に
図
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 

令

和

四

年

十

二

月

八

日 

参

議

院

内

閣

委

員

会 


